
公立大学法人下関市立大学使用料及び手数料徴収規程 

平成 19 年 4 月 1 日 

規 程 第 5 4 号 

改正 平成 19 年 6 月 11 日規程第 99 号 

平成 22 年 12 月 16 日規程第 30 号 

平成 29 年 1 月 20 日規程第 2 号 

令和元年 8 月 1 日規程第 17 号 

令和 3 年 3 月 23 日規程第 40 号 

令和 5 年 11 月 29 日規程第 34 号 

令和 6 年 11 月 27 日規程第 29 号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公立大学法人下関市立大学（以下

「法人」という。）が徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

（使用料） 

第２条 公立大学法人下関市立大学固定資産管理規程（平成１９年規程第４６号）第

１２条の規定により固定資産等をその本来の用途又は目的を妨げない限度におい

て貸付を許可する場合においては、次の各号に定めるところにより使用料を徴収す

る。 

(1) 土地及び建物の貸付については、別表第１に定める額とする。 

(2) 前号の規定にかかわらず、電柱その他別表第２に掲げる物件の設置を目的と 

する場合の土地の貸付については、同表に定める額とする。 

(3) 公立大学法人下関市立大学固定資産貸付規程（平成１９年規程第４７号。以下

「貸付規程」という。）第３条第２項に規定する短期貸付に係る使用料の額は、次

のとおりとする。 

ア 貸付規程第２条第１号及び第２号の短期貸付に係る使用料の額については、

別表第３に掲げる使用料の１時間当たりの額に使用時間数を乗じて得た額の合

計の額とする。 

イ 貸付規程第２条第３号の短期貸付に係る使用料の額については、別表第４に

掲げる使用料の額に使用時間数を乗じて得た額の合計の額とする。 

ウ 貸付規程第２条第４号の短期貸付に係る使用料の額については、別表第５に

掲げる使用料の額に使用時間数を乗じて得た額の合計の額とする。 

(4) 短期貸付に係る各施設の附属設備及び器具の使用料の額については、別表第６

のとおりとする。 

２ 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、理事長が特に必要があると認めた

ときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。 

３ 理事長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することがで

きる。 



（手数料） 

第３条 法人の事務で特定の者のためにするものについては、手数料を徴収する。 

２ 手数料の種別及び金額は、別表第７のとおりとする。 

３  手数料は、原則として国又は地方公共団体に対しては、これを徴収しない。 

４ 証明に係る手数料は、在学生に対しては、これを徴収しない。 

５ 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、理事長が特に必要があると認めた

ときは、この限りでない。 

６ 理事長は、特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することがで

きる。 

（雑則） 

第４条 この規程に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年 6 月 11 日規程第 99 号） 

この規程は、平成１９年６月１１日から施行し、この規程による改正後の公立大学

法人下関市立大学各種料金徴収規程の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成 22 年 12 月 16 日規程第 30 号） 

この規程は、平成２２年１２月１６日から施行する。 

附 則（平成 29 年 1 月 20 日規程第 2 号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年 8 月 1 日規程第 17 号） 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年 3 月 23 日規程第 40 号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和 5 年 11 月 29 日規程第 34 号） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和 6 年 11 月 27 日規程第 29 号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第２条関係） 

区分 使用料の額（１年につき） 

土地 使用土地の価格に１００分の４を乗じて得た額（土地の一部を使用する場合

は、当該土地の全部についての使用料の額に、当該土地の全体の地積に対す

る使用する土地の面積の割合を乗じて得た額）。ただし、使用期間が１月に満

たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に

は、当該額の１００分の１０に相当する金額を当該額に加算するものとする。 

建物 次の各号の合計額 

(1) 使用建物の価格に１００分の５を乗じて得た額（建物の一部を使用する

場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に

対する使用面積の割合を乗じて得た額）に当該額の１００分の１０に相当

する金額を加算した額 

(2) 使用土地の価格（当該土地の価格を当該土地の面積で除した額に当該建

物の建築面積を乗じた額）に１００分の４を乗じて得た額（建物の一部を

使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延

べ面積に対する当該建物の使用面積の割合を乗じて得た額）に当該額の１

００分の１０に相当する金額を加算した額 

備考 

１ 使用面積が１平方メートルに満たないとき、又は面積に１平方メートル未満の

端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

２ 年の中途から使用する場合における使用料の額は、日割計算の方法によって算

定する。 

３ 円単位未満の端数は、切り捨てる。 

４ １件の使用料の額が１００円未満となる使用料は、これを１００円とする。 

  



別表第２（第２条関係） 

 使用料の額（標準年額） 

電柱類 電気通信事業法施行令（昭和６０年政令第７５号）別表第１の例によ

り算定した額。ただし、電柱類を設置した者以外の者が、電線その他

これに類するものを当該電柱類に架設する場合は、電柱類の使用料の

額の範囲内で理事長が別に定める額 

地下埋設物 下関市道路占用料徴収条例（平成１７年下関市条例第２６９号)別表

の例により算定した額 

備考 １ 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第１の種類の欄に掲げる

物件をいう。 

２ 電柱類の使用許可の期間が１年未満であるとき、又はその期間に

１年未満の端数があるときは、その期間又は端数を１年として計算

する。 

３ 地下埋設物とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条

第１項第２号に掲げる物件をいう。 

 

  



別表第３（第２条関係） 

Ａ講義棟・Ｂ講義棟、Ｄ棟、Ｎ棟、厚生会館 

１時間当たり 

教室番号 収容人員等 施設使用料 冷暖房設備使用料 

Ａ－１０１ 300人 1,100円 1,100円 

Ａ－１０３ 96人 330円 330円 

Ａ－１０４ 96人 330円 330円 

Ａ－１０５ 24人 330円 330円 

Ａ－１０６ 45人 330円 330円 

Ａ－１０７ 72人 330円 330円 

Ａ－１０８ 72人 330円 330円 

Ａ－２０１ 200人 1,100円 1,100円 

Ａ－２０２ 150人 1,100円 1,100円 

Ａ－２０３ 45人 330円 330円 

Ａ－２０４ 72人 330円 330円 

Ａ－２０５ 72人 330円 330円 

Ａ－３０１ 400人 1,870円 1,870円 

Ｂ－１０１ 200人 1,100円 1,100円 

Ｂ－１０２ 24人 330円 330円 

Ｂ－１０３ 24人 330円 330円 

Ｂ－１０４ 24人 330円 330円 

Ｂ－１０５ 18人 330円 330円 

Ｂ－１０６ 18人 330円 330円 

Ｂ－１０７ 18人 330円 330円 

Ｂ－１０８ 18人 330円 330円 

Ｂ－２０１ 24人 330円 330円 

Ｂ－２０２ 27人 330円 330円 

Ｂ－２０３ 200人 1,100円 1,100円 

Ｂ－２０４ 24人 330円 330円 

Ｂ－２０５ 24人 330円 330円 

Ｂ－２０６ 24人 330円 330円 

Ｂ－２０７ 18人 330円 330円 

Ｂ－２０８ 18人 330円 330円 

Ｂ－３０１ 24人 330円 330円 

Ｂ－３０２ 24人 330円 330円 

Ｂ－３０３ 500人 1,870円 1,870円 

Ｂ－３０４ 30人 330円 330円 

Ｂ－３０５ 36人 330円 330円 

Ｂ－３０６ 36人 330円 330円 

Ｄ－１０１ 100人 1,650円 1,100円 

Ｄ－１０２ 30人 550円 330円 

Ｄ－１０３ 30人 550円 330円 

Ｄ－１０４ 30人 550円 330円 

Ｎ－講義室１ 90人 1,650円 1,100円 

Ｎ－講義室２ 90人 1,650円 1,100円 

Ｎ－講義室３ 90人 1,650円 1,100円 

Ｎ－講義室４ 90人 1,650円 1,100円 



Ｎ－演習室Ａ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室Ｂ－１ 6人 550円 330円 

Ｎ－演習室Ｂ－２ 6人 550円 330円 

Ｎ－演習室－１ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－２ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－３ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－４ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－５ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－６ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－７ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－８ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－９ 12人 550円 330円 

Ｎ－演習室－１０ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－１ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－２ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－３ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－４ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－５ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－６ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－７ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－８ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－９ 12人 550円 330円 

Ｎ－ゼミ室－１０ 12人 550円 330円 

厚生会館１階食堂 312㎡ 1,100円 1,100円 

厚生会館２階談話室 175㎡ 330円 330円 

厚生会館３階多目的ホール 732㎡ 1,870円 1,870円 

備考 １時間未満の端数は、１時間として計算する。 

  



別表第４（第２条関係） 

体育施設 

１時間当たり 

施 設 名 施設使用料 照明設備使用料 
冷暖房設備 

使用料 

グラウンド 

全面 1,760円 
550円 

（夜間照明使用時） 
  

1/2面 880円 
550円 

（夜間照明使用時） 
  

体育館 

メインアリーナ全面 3,300円    

       2/3面 2,200円    

       1/3面 1,100円    

サブアリーナ 1,100円  550円 

武道場 440円    

人工芝テニス

コート 
１面  550円     

備考 １時間未満の端数は、１時間として計算する。 

 

別表第５（第２条関係） 

本館 

１時間当たり 

教室番号 収容人員 施設使用料 冷暖房設備使用料 

Ⅰ－２０１ 45人 330円 330円 

Ⅰ－２０２ 45人 330円 330円 

Ⅰ－２０５ 45人 330円 330円 

Ⅰ－２０６ 144人 1,100円 1,100円 

Ⅰ－２０７ 56人 330円 330円 

５階中会議室 24人 330円 330円 

５階大会議室 62人 330円 330円 

備考 １時間未満の端数は、１時間として計算する。 

  



別表第６（第２条関係） 

附属設備等 

名 称 単 位 金 額 

体育館放送設備 一日につき 2,200円 

厚生会館放送設備 一日につき 1,100円 

移動式放送器具 １台一日につき 220円 

電光掲示板 

（デジタイマー） 
１台一日につき 660円 

フロアシート １枚一日につき 550円 

 

別表第７（第３条関係） 

種     別 手 数 料 の 額 納 入 期 限 

証 明 

成 績 証 明 １件につき  300円 即 時 

卒 業 証 明 １件につき  300円 即 時 

修 了 証 明 １件につき  300円 即 時 

そ の 他 の 諸 証 明 １件につき  300円 即 時 

複 写 図書館資料の写し １枚につき   10円 即 時 

 


